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地域包括ケアシステム

長崎版地域包括ケアシステムの構築

包括ケアまちんなか
ラウンジ

地域包括
支援センター 日常生活圏域ごとに生活支援コー

ディネーターを配置し、地域の支え
合いの担い手を養成します。

多機関型地域包括
支援センター

在宅支援
リハビリセンター

地域包括ケアシステムは、おおむね30分以

内に必要なサービスが提供される日常生活
圏域（中学校区をベースに）を単位として想定
しています。

【厚生労働省の図を基に作成）】



議題 １

会長・副会長選任



議題 ２

部会の編成について



長崎市における地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築の方向性

人にやさしく、地域でいきいきと住み続けられるまち

まちづくりの方針

基 盤 整 備

住み慣れた地域で、安心して生活できる住まいを基盤とし、
医療・介護・介護予防・生活支援を受けながら生活を送ることができる

医 療 介 護 介護予防 生活支援 住まい

医療ﾆｰｽﾞが高い
状態であっても、
在宅等で必要な
医療が受けられ
る

自立支援を基本
とした必要な介護
ｻｰﾋﾞｽを受けるこ
とができる

高齢者自身が積
極的に健康づくり
や介護予防に取り
組むことができる

地域で孤立するこ
となく、日常生活を
送るのに、必要な
生活支援が受けら
れる

住み慣れた地域
で、高齢者の心身
や希望に応じた安
心して生活できる
住まいを確保する
ことができる

2025年の目指す姿

～長崎市第4次総合計画、及び第８期 長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より～



長崎市第８期介護保険事業計画の基本方針

（１） 長崎版地域包括ケアシステムの推進
（２） 自立支援・重度化防止に向けた介護予防の推進
（３） 人生の最終段階における市民意識の啓発・向上と看取り体制の強化
（４） 権利擁護の推進
（５） サービスの質の確保・向上
（６） 災害・感染症に対する備え

重点的取組み：長崎版地域包括ケアシステムの推進

在宅医療と介護の
連携推進

自立支援と重度化防止
に向けた介護予防の推進

生活支援体制整備
(地域の支え合い）

認知症高齢者への支援
地域共生社会
の構築

◆在宅医療の体制整

備

◆多職種連携体制の

推進

◆人生の最終段階に

おける医療やケアに

ついての市民啓発

◆施設を含めた在宅

等での看取りの推進

◆地域リハビリテーションの

推進

◆自立支援型の地域ケア会議

への取り組み

◆介護予防・日常生活支援総

合事業の実施

◆生活支援体制づくり

・生活支援コーディ

ネーターの配置

◆地域づくりの醸成と

連携した地域の支え合

い

◆認知症への理解を深めるた

めの普及・啓発の推進、本人

発信支援

◆認知症の容態に応じた適

時・適切な医療・介護の提供

◆若年性認知症施策の強化

◆認知症などの高齢者にやさ

しい地域づくり

◆認知症予防につながる取組

の推進

◆認知症の方やその家族の視

点の重視

◆複合的な課題

を抱える、制度

の狭間にある人

や世帯の支援に

ワンストップで

対応する窓口の

設置

◆重層的な支援

体制の構築



+長崎市地域包括ケア推進協議会
※長崎市の地域包括ケアシステムの構築に関する調査・審議

医療・介護連携部会 予防・生活支援部会
（生活支援体制整備における第1層協議体）

【主な協議内容】

●在宅医療の体制整備

●多職種連携体制の推進

●医療と介護の情報共有・促進

●希望に応じた介護施設を含めた在宅等での看取りの促進

●地域リハビリテーションの推進

●自立支援・重度化防止の取組み 等

【主な協議内容】

●生活支援体制づくり

●認知症高齢者の在宅支援

●生きがい・就労支援の推進

●高齢者が住み続けられる住まいの整備

●地域共生社会に向けた取り組み 等

高齢者すこやか支援課

連携

施策化・課題解決への取り組み等

●地域包括ケアシステムの構築

●地域課題の集約・把握 等

政策提言 等

政策評価 等

部 会

地域包括支援センター

長崎市

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進室

総合事務所

全市的なケア会議

認知症
ワーキング

（認知症初期集中支援チーム検討会）

生活支援
ワーキング

地域コミュニティ推進室

市民健康部・市民生活部・建築部など

医療・介護連携
ワーキング

医療介護連携実態調査
ワーキング



主な議題

これまでの主な議題

H27年度～R２年度

・「地域包括ケアシステムの概要と長崎市の現状と取り組み」について

・協議会構成団体の取り組みについて

・各団体の役割の整理

・認知症対策の取組みについて

・長崎版地域包括ケアシステム構築に向けた地域包括ケア自己評価と

ロードマップの作成及び修正

・地域包括ケアシステム評価シート、及びロードマップの進捗状況

・第７期介護保険事業計画の策定及び進捗状況

・多機関型包括的支援体制構築モデル事業の取り組みについて

・各部会及びワーキング報告

今後の協議
・長崎版地域包括ケアシステム構築に向けた進捗管理
（地域包括ケアシステム評価シート、ロードマップの検証と進捗状況）
・各部会及びワーキング報告

長崎市地域包括ケア推進協議会における取組みについて

【地域包括ケア推進協議会】全体会



【医療・介護連携部会】 17名

選出団体 主な分野 主な役割（審議に必要な視点） 委員名

１ 長崎市医師会 医療 地域のかかりつけ医師 松元 定治

２ 長崎市歯科医師会 医療 地域のかかりつけ歯科医師 森本 智

３ 長崎市薬剤師会 医療 地域のかかりつけ薬剤師 七嶋 和孝

４ 長崎市医師会（病院部会） 医療 在宅療養を行う患者を支援する病院 井上 健一郎

５ 長崎大学病院 医療 高度急性期・急性期病床を有する病院 松本 武浩

６ 長崎回復期リハビリテーション連絡協議会 医療 回復期病床を有する病院の連携機関 栗原 正紀

７ ながさき地域医療連携部門連絡協議会 医療 医療連携 鬼塚 伸也

８ 長崎県看護協会 県南支部 医療 病院における看護 増田 千代子

９
長崎市訪問看護ステーション
連絡協議会

医療 訪問看護 小笹 留美

１０
長崎市介護支援専門員
連絡協議会

介護 介護支援専門員 大町 由里

１１ 長崎市老人福祉施設協議会 介護 入所施設 野濱 哲二

１２ 長崎県老人保健施設協会 介護 中間施設 田川 雅浩

１３ 長崎県理学療法士協会 介護
リハビリテーション専門職
（自立支援・重度化防止）

山下 潤一郎

１４ 長崎市地域包括支援センター連絡協議会 介護 地域包括支援センター 榊 寿恵

１５
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科
地域包括ケア教育センター

医療・介護
学識経験者
（地域包括ケア全般）

永田 康浩

１６ 長崎純心大学 医療・福祉連携センター 医療・介護
学識経験者
（地域包括ケア全般）

足立 耕平

１７ 公募市民 市民 浅田 百合

案



これまでの主な議題

項 目 主な議題

在宅医療の体制整備
・在宅医療・介護推進事業について
(包括ケアまちんなかラウンジの取組み)

医療と介護の情報共有
・地域の医療・介護資源の把握について
・入退院情報提供実態調査
・入退院支援ルールの策定について

施設を含めた看取りの推進
・高齢者施設における看取りの実態調査
・ACP(人生会議)の普及・啓発における取組みについて
・元気なうちから手帳の内容と配布方法について

自立支援・重度化防止
・地域医療介護総合確保基金提案事業について
（在宅支援リハビリセンター整備事業等）
・市主催自立支援型地域ケア会議

多職種連携体制の推進
・地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ構築推進に関する連携協定について
・専門職のチーム化に関する取組みについて

ワーキング

・高齢者施設における看取りの実態調査に係るワーキング（H29～H30年度)
・元気なうちから手帳作成ワーキング（R元年度）
・市主催自立支援型ケア会議（H30年度～R元年度）
・医療・介護連携ワーキング（R2年度）
・医療介護連携実態調査ワーキング（R3年度）

今後の協議予定

○在宅医療と介護連携に関する実態調査
○多職種連携体制の推進（多職種チーム化）
○ＡＣＰの普及啓発
○自立支援と重度化防止に向けた介護予防の推進



【予防・生活支援部会】 15名

選出団体 主な分野 主な役割（審議に必要な視点） 委員名

１ 長崎地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ広域支援センター 介護予防 地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ活動を推進する機関 井口 茂

２ 長崎県作業療法士会 介護予防 リハビリテーション専門職（介護予防） 沖 英一

３ 長崎市地域包括支援センター連絡協議会 介護予防 地域包括支援センター 榊 寿恵

４ 長崎県栄養士会 介護予防 健康づくり 冨工 由貴

５
長崎県指定認知症疾患医療センター
医療法人昌生会 出口病院

生活支援 認知症支援（医療、連携機関） 出口 之

６ 長崎市医師会（認知症専門医） 生活支援 認知症支援（認知症サポート医） 中谷 晃

７ 長崎市民生委員児童委員協議会 生活支援 民生委員 武藤 三千代

８ 認知症の人と家族の会 長崎県支部 生活支援 認知症支援（当事者や家族） 川﨑 ひろみ

９ 長崎市保健環境自治連合会 生活支援 地域活動団体 西 清

１０ 長崎市社会福祉協議会 生活支援 地域活動団体 宮本 友和

１１ 長崎県弁護士会 生活支援 学識経験者（権利擁護） 伊藤 岳

１２ 長崎総合科学大学 工学部 住まい 学識経験者（住まい・まちづくり） 橋本 彼路子

１３
長崎大学大学院 医歯薬学総合研究科
地域包括ケア教育センター

介護予防
生活支援
住まい

学識経験者（地域包括ケア全般） 永田 康浩

１４ 長崎純心大学 医療・福祉連携センター
介護予防
生活支援
住まい

学識経験者（地域包括ケア全般） 足立 耕平

１５ 公募市民 市民 佐藤 誠三

案



これまでの主な議題

項 目 主な議題

生活支援体制づくり
・協議体の位置づけと生活支援コーディ
ネーターの配置について

認知症高齢者の在宅支援

・認知症初期集中支援推進事業の取り組
みについて
・認知症ケアパスの作成について
・成年後見制度の利用促進に向けて

生きがい・就労支援の推進 ・地域ささえあいボランティアについて

高齢者が住み続けられる住まいの整備 ・住まい・住まい方について

地域共生社会に向けた取組み
・多機関型包括的支援体制構築モデル事
業について

ワーキング
・生活支援コーディネータ―及び協議体のあり方に係るワーキング(H29年度～）
生活支援コーディネーターの配置、活動について

・認知症ワーキング(29年度～）
新オレンジプラン・認知症施策推進大綱に沿った認知症施策の実施状況

今後の協議予定

○生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーターの活動）
○認知症施策推進大綱に基づいた認知症施策について
○地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制の構築、属性や世代を問わない相
談・地域づくりの一体的な事業実施について



議題 ３

地域包括ケアシステム構築に向けた

取組みについて



資料の説明

資料２ ・・・長崎県地域包括ケアシステム評価シート(確定版）＜市町自己評価用＞
・8分野を5段階（1～5点）で評価して、40点満点で判定する評価シート

・Ｈ29年度より県内全21市町123圏域（単位）において自己評価を実施中

資料３ ・・・「長崎県における地域包括ケアシステム構築指標に関する定量データ」

県内21市町の比較

資料４ ・・・「令和3年度長崎市判断基準入りワークシート」
・長崎市の判断の目安・具体的な取組み：

78各項目について、長崎市が◎・○・△・◇・×を判断するための目標値

や取り組み内容について記載

・区分：市域で評価か、各圏域ごとに評価したか

・評価：20圏域の評価

・シートの背景色について 黄色：県、緑：市域

※協議会当日は、主にこの資料４を使って説明します。

資料５ ・・・「R3年度長崎市地域包括ケアシステム構築ロードマップ」

Ｈ29年度より県内全21市町で策定

地域包括ケアシステムの構築に向けて、目指す姿や、達成目標年度、そのために実施す

推進方策等地域の実情に応じた各種取組を記載し、進捗に合わせ、毎年修正していく

Ｒ3年度からの第8期介護保険事業計画に

長崎県作成

長崎県作成

長崎市作成

長崎市作成



長崎県地域包括ケアシステム評価シート(確定版）＜市町自己評価用＞

分野 評価項目 項目数

A 医療（5点）
・在宅医療・介護連携・退院支援
・（退院後の）日常療養支援
・看取り

18項目

B 介護（5点）
・介護保険サービスの基盤等
・人材育成 8項目

C 保健・予防
（5点）

・介護予防マネジメント
・健康づくり
・住民の主体的な活動

6項目

D 住まい・住ま
い方（5点）

・住環境
・サービス付き高齢者向け住宅
・介護施設・入所系サービス

6項目

E 生活支援・見
守り等（5点）

・地域資源の把握・周知
・地域福祉活動、ニーズ把握等
・認知症への対応

・権利擁護（成年後見制度等、高齢
者虐待防止策の取組）

11項目

F 専門職・関係
機関ネットワー
ク（5点）

専門職ネットワークの構築、情報連
携の共通シートの活用等 6項目

G 住民参画（自
助・互助）
（5点）

ボランティア活動の実態、住民主体
の通いの場の創設、生きがい就労 8項目

H 行政の関与
（5点）

市の関係課の連携、地域ケア会議
の進め方、ニーズ調査、認知症体
制、包括的な支援体制

15項目

合 計（40点） 78項目

8分野（A～H)を5段階（1～5点）で評価して、40点満点で判定する評価

資料 ２



資料 ２

資料２と資料４ の関係



区分
令和元年度

（H30年度末時点を評価）
令２元年度

（R元年度末時点を評価）
令和３年度

（Ｒ２年度末時点を評価）

地域包括ケア
システム構築
の達成判定
32点/40点
（8割）で「概
ね構築できて
いる」
と判定

長崎市全体で
の平均点数

取り組みが不
足している項
目
（4点未満）

G住民参画(自助・互助）

地域包括ケア
システム構築
加速化事業の
モデル事業の
実施

長崎市の自己評価の集約 （地域包括支援センター20圏域で評価）

32点以上（40点満点の8割） ２０圏域

全市平均 ３２．９点

災害時を想定した避難行動要支
援者に係る個別計画の策定

・自立支援型地域ケア会議の開催
数と事例数の増
・地域資源（施設・病院）を有効活
用したサロン開設
・多職種連携の推進 チーム○○

全市平均 ３3点

Ａ 医療 4点

Ｂ 介護 4点

Ｃ 保健・予防 4点

Ｄ 住まい・住まい方 4点

Ｅ 生活支援・見守り 4点

Ｆ 専門職・関係機関 4点

Ｇ 住民参画（自助・互助） 4点

Ｈ 行政の関与・連携 5点

Ａ 医療 4点

Ｂ 介護 4点

Ｃ 保健・予防 4点

Ｄ 住まい・住まい方 4点

Ｅ 生活支援・見守り 4点

Ｆ 専門職・関係機関 4点

Ｇ 住民参画（自助・互助） 3.9点

Ｈ 行政の関与・連携 5点

全市平均 ３3点

長崎市が重点的に取り組む課題

・医療・介護の連携（多職種
ネットワーク）

・地域共生社会の実現に向け
た多様な主体による地域の支
え合い体制の構築

長崎市が重点的に取り組む課題

・医療・介護の連携、多職種チー
ム化（多職種ネットワーク）

・地域共生社会の実現に向けた
重層的な支援体制の取組み・著
内連携体制

Ａ 医療 4点

Ｂ 介護 4点

Ｃ 保健・予防 4点

Ｄ 住まい・住まい方 4点

Ｅ 生活支援・見守り 4点

Ｆ 専門職・関係機関 4点

Ｇ 住民参画（自助・互助） 4点

Ｈ 行政の関与・連携 5点









長崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の体系図

計画期間 令和３年度～令和５年度



議題 ４

報告事項・その他等



令和3年度の取組み(一部抜粋）

① 在宅医療と介護連携に関する実態調査

② 第2層生活支援コーディネーターの配置

③ 多機関型包括的支援体制構築事業



在宅医療と介護連携に関する実態調査

【目的】

①在宅医療と介護連携における実態を把握し課題を抽出する

②課題の解決策を検討し、今後の施策に反映させる

医療と介護の連携が求められる４つの場面（日常の療養支援、入退院支援、

急変時の対応、看取り）ごとに実態を把握し課題を抽出する

在宅医療と介護連携イメージ（厚生労働省）



【調査方法】
アンケート調査

【調査対象】
病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション

居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、介護事業所、

高齢者施設など

【調査の流れ】
①調査票・調査対象者の検討：地域包括ケア推進協議会

医療・介護連携部会 実態調査ワーキング（11月～12月）

②調査実施・分析：R4.1月～R4.3月

③課題解決策の検討：R4年度



生活支援体制整備事業とは

団塊の世代が後期高齢者となる２０２５年までに、高齢者が
住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、
介護保険法等の規定による地域支援事業の一環として、
多様な主体との協働による地域の支え合い体制づくり と、
高齢者の社会参加による介護予防の促進及び多様な日常生
活上の生活支援や介護予防サービスの充実 を図る

目的で実施する。

多様な主体とは・・・地域住民、ボランティア、NPO法人、シルバー人材センター
社会福祉法人の地域貢献

日常生活上の生活支援とは・・・在宅高齢者のちょっとした困りごとの解決
生活支援コーディネータ―とは・・高齢者の在宅生活を支援するため、地域の実

情に応じた地域住民相互の支え合い活動の推進役

生活支援コーディネータ―の配置
地域の困りごとやその解決策を話し合い、情
報共有、連携を深める場(協議体）の開催



長崎市の生活支援体制整備の体系

長崎市地域包括ケア推進協議会
・市レベルの課題の共有・協議

地域ケア個別会議
・個別事例の総合的な検討

政策形成機能

地域づくり、
資源開発

地域課題の発見

ネットワークの構
築

【会議の機能】 【協議体の種別】

個別課題の解決
ﾈｯﾄﾜｰｸの構築

医療・介護
連携部会

予防・生活支援部会
第１層協議体

長崎市

生活支援コーディネーターと協議体

第
１
層

第
２
層 地域コミュニティ連絡

協議会部会活動

地域コミュニティ連絡協
議会設立準備会

まちづくり支援職員

社協支部

地域包括ｹｱｼｽﾃﾑ推進室

高齢者すこやか支援課

総合事務所

地域コミュニティ推進室

介護保険課

福祉総務課

市民健康部・市民生活部・建築部など

報
告

社会福祉協議会

連携

地域包括支援センター

地域ケア推進会議
ネットワーク会議 等
・地域レベルの課題の

共有・協議

第２層ＳＣ

多機関型
地域包括

支援センター

生活支援ＷＧ



生活支援コーディネータ―配置のエリアについて

令和３年度 4人配置

長崎市社会福祉協議会地区担当エリア
（地域包括支援センター基本）

Ｂ地区

Ｃ地区

Ｄ地区

Ａ地区

・委託先：市社協と契約
・配 置：本所に4人
・社会福祉士（既存の福祉制度に
精通し、コーディネーター機能を
適切に担うことができる）を専任
で10月から配置

①生活支援ニーズの把握・共有
・第２層協議体への参加
・地区民児協、社協支部、老人クラブなどの
地域の会議や活動への参加・地域訪問

②社会資源の把握・活用
③担い手の育成・発掘
④地域活動支援
⑤関係者間の情報共有
⑥会議・研修会への出席

第２層生活支援コーディネーターの業務内容

2025(R7）年度までを目途に
日常生活の20圏域ごとの配置を目指す





多機関型包括的支援体制構築事業
・人口減少・単身世帯の増加 ・福祉ニーズの多様化・複雑化 ・単独の相談機関で十分対応できない

相談 アウトリーチ（訪問）

現状と課題

多機関型地域包括支援センター

・病気になって働けない
・休職中で生活が苦しい

・虐待
・発達障害

・認知症
・閉じこもり
・一人暮らしの

生活支援

・ひきこもり
・精神疾患

福祉分野に関す
る複合的な課題
のある世帯

子育て

障 害

生活困窮

高 齢

支援のｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄワンストップ窓口

多分野・多機関にわたる福祉分野に関連する相談に、ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟで対応するための相談窓口を設置し、福祉分野に関連
する複合的な課題を抱える者へ適切な支援を提供し、地域における包括的な支援体制を構築する。

8050問題

ダブルケア

・ 本事業は地域共生社会の実現に向けた国のモデル事業として開始し、事業運営については地域包括支援センター
を運営する法人（2箇所）へ委託して実施。
・ 平成２８年１０月から実施
令和３年度 国庫補助率：事業費の３／４（生活困窮者就労準備支援事業費補助金）

重層的支援体制整備事業への移行準備事業

・ 高齢・子ども・障害・生活困窮などの多分野・多機関とのネットワーク構築・相互理解
・ 分野を超えた交流（高齢×障害、高齢×子ども）による新たな資源開発
・ 制度の狭間への対応（多分野とつながることでの支援の広がり ～「点」から「面」へ～）

効果

http://www.google.co.jp/url?url=http://heisei.cocolog-nifty.com/heisei/2013/06/post-82a8.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CDoQwW4wEjhkahUKEwinyIy6m5vIAhUBL5QKHSNgBSU&usg=AFQjCNE1uRetFs9On7K9afwnMrYK-w7lcQ


令和３年度 多機関型包括支援センターの取組み
（重層的支援体制整備事業への移行準備事業）

・ワンストップ窓口として相談を受け入れ、複合的な課題を抱えている、社会的孤立、制度の狭間にある等
の理由により、包括的な支援を必要とする人）の個別相談に対する支援

例：8050問題、ダブルケア、ヤングケアラー、障害が疑われる者、ゴミ屋敷 など
・相談支援包括化推進会議（個別事例検討）及び重層的支援会議の実施、研修会等の開催

・関係機関や庁内各課との連携

例：生活支援相談センターやゆめおすとの協働での取組み、「困りごと連絡票」を活用した税部門との連携

・校内居場所カフェ（私立高校での居場所づくり）の開催

・個別支援や相談支援包括化推進会議を通して既存の支援制度以外の社会資源の検討
例：「50（ごーまる）支援」として社会福祉法人等の地域貢献・企業の地域活動との連携

・支援世帯への定期的な訪問や継続的な見守り支援等による環境調整の実施

・他分野同士の連携のコーディネート

例：琴海地区の障害連絡会の取組、包括と障害事業所合同での地域ケア推進会議の実施

1.相談支援

・市民への周知（リーフレット・相談機関紹介のパンフレット「こねくと」の配布・HPへの動画掲載）
・相談機関、専門職への周知（専門職向け事業所紹介パンフレット・事例集「福祉の架け橋」の更新
・相談支援包括化推進会議（地域課題の把握・ネットワーク機能構築・地域づくりのための資源の開発機能）

3.地域づくりに向けた支援

2.参加支援

R2年6月 社会福祉法改正
地域時住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する

包括的な支援体制を整備するため、①相談支援②参加支
援③地域づくり支援を一体的に実施する新規事業創設

R3年4月より新規事業施行

重層的支援体制整備事業
属性や世代を問わない相談・地域づくりの事業を一体的に
実施する重層的支援体制整備事業交付金による

重層的支援体制整備事業への移行準備事業
R4年度以降円滑に新規事業に移行するための補助金による

国の動き 新規事業


